
 
 
 
 

｢地域密着型金融推進計画｣（要約） 
 

（平成２３年４月～平成２４年３月） 
 

 
当組合では、｢中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針｣に基づき｢地域密着型金融推進計画｣を策定いたしましたのでお知らせい

たします。 
 計画の進捗状況については、半期ごとに公表しております。 
 
 
 
                                              平成２３年１１月 
                                              古川信用組合 
 
 
 
 
 



地域密着型金融推進計画の要約 
１． 基本方針 

当組合は地域の金融機関として、創業以来今日まで、『地域に密着して、地域の発展と共に、地域への貢献』を経営理念に掲げ、地域社会の発展

に役立ことが、当組合の社会的使命と考えております。このような考えのもと、当組合は平成 15 年 4 月から 8 年間にわたり「リレーションシッ

プバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」に基づき、地域密着型金融の様々な取組みを積極的に実施してまいりました。 
当組合は、今年度以降も引き続き、さらなる『地域密着型金融の推進』に向けて、これまで以上に地域の皆様とのリレーションを大切にし、地

域の皆様の多様なニーズに対応するとともに、地域社会の再生・活性化に取組んでまいります。 
又、上記取組みが当組合の収益確保に繋がるよう「集中と選択」を図り、持続可能な貢献を実施出来る態勢整備を図っていく方針です。 
今後、これらの具体的な取組策及び進捗状況については、当組合のホームページ等を通じて、定期的に地域のお客様へ公表してまいります。 

２． 具体的な取組策 
（1）ライフサイクルに応じた取引先企業支援の一層の強化 

「身近な経営指導・経営相談」 
     経営診断レポート等財務資料を作成し、問題点の提案や改善計画書の策定指導など、取引先の身近な相談者として経営指導・経営支援を親

身になって行なうことを目的に取組みます。 
（2）事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給方法の徹底 

「第三者保証や不動産担保を徴求しない融資の推進」 
     キャッシュフローを重視し、過度に担保・個人保証に依存しない融資に取組みます。 

「目利き機能の向上、人材の育成」 
     お客様のニーズに対応できる十分な金融手法や各種事業の知識を持った、職員を育成してまいります。 

（3）地域の情報集積を活用した、持続可能な地域経済への貢献 
「組合員に対する相談機能を活かした、予防策を中心とした、多重債務問題解決への一定の役割の発揮」 

     借入 5 件以上の多重債務者が全国で 117 万人といわれており、貸金業法等の改正により多重債務者の救済支援が必要であり、司法書士・弁

護士との連携を一層強化して、地域金融機関としての一定の役割を果たしてまいります。 
 
 
 



                                                            （別紙様式） 

地域密着型金融の取組み状況（23 年 4 月～23 年 9 月） 

（金融機関名 古川信用組合） 

１. 項目 

 

１.ライフサイクルに応じた取引先企業支援の一層の強化 

 （１）経営改善支援 

２. タイトル 身近な経営指導・経営相談 

３. 動機（経緯） 一般的に小規模企業は人材が不足しているため、経理に関しては税理士まかせとなっており、月次の収益管理や目標管理を 

実施出来ず、財務内容が悪化しても改善策が立案できない状況となっています。長年築いてきたリレーションシップをさらに 

深くし、収益改善・業況改善のための相談機能を発揮することが、協同組織地域金融機関の使命と考えております。同時に地 

域金融機関として、過度に担保・保証に依存せずに事業から得られるキャッシュフローを重視して、小規模企業への資金仲介 

機能を十分に発揮するため取組んでおります。 

４. 取組み内容 融資後のリレーションシップを通じて得られる財務情報等を定期的にモニタリングすることにより、経営診断レポート及び 

資金繰り実績表（キャッシュの収支）を作成し、問題点を提案して改善を促すなど、取引先の身近な相談者として経営指導・ 

経営支援を親身になって行なうことを目的に取組んでいます。又、過去の財務情報・資金繰り実績を基に、「改善策の提案」「 

改善計画立案指導」など金利以外の部分で付加価値の高いサービスを提供し、継続的にモニタリングを実施することにより「 

事業から得られるキャッシュフローを重視し、企業の将来性や技術力に着目した事業本位の融資」が実現できるよう取組んで 

おります。 

５. 成果（効果） 支援対象先（16 先）については、14 先で改善計画を立案し改善に取組んでおります。平成 23 年度上期中には、全店で 32 先

（支援対象先を含む）の内 31 先については、当組合が経営改善計画書及び収支計画書を策定支援しております。 

各支店支援担当者より依頼のあった経営相談につきましては、5 先の企業に対して累計回数で 11 回中小企業診断士等の専門

家を派遣し、経営指導及び改善計画立案指導を実施しております。うち 1 先に関しては新現役制度を活用し、取引先企業と新

現役とのマッチングにより支援が成立しております。中小企業支援事業の一環として個別相談会窓口を開設し、中小企業診断

士による個別相談会を 21 回実施、企業訪問を含め 11 先に対し個別相談対応をしております。平成 23 年度下期につきましても、

取引先の経営相談に対応するために専門家の派遣並びに相談会の開催を予定しております。財務診断システム「あのネット」

レポートサービスについては、23 年 9 月末時点で 53 先のモニタリング実績がありました。実施先については翌期以降も継続し

てレポートサービスを提供してまいります。経営改善支援につきましては、取組先数目標を設定し支店業績表彰の対象として



おります。目標数値につきましては、平成 23 年度までにネット経営診断・経営相談・改善計画立案指導の合計で 225 件の取扱

目標を設定しております。中小企業者等の経営課題を解決するために、組合員のニーズに合ったセミナーを開催する予定です。 

６. 23 年 9 月までの 

 取組み状況に対する 

 評価及び今後の課題 

経営改善計画立案先については、今後も地道な活動を継続して参ります。財務診断システム「あのネット」レポートサービ 

スの取扱件数が 53 先と低調なことから、経営支援取組先数の今期目標に対し大きな開きが生じております。今後は｢金融円滑 

化管理担当者会議｣及び｢債権管理委員会｣を通じて、地道に地域密着型金融への当組合取り組み方針を徹底して参ります。さら 

に支援対象先については、16 先中 14 先で改善計画を立案し改善に取組んできたものの、月次経常収支に改善を見ることができ 

ませんでした。 

コンサルティング機能の強化が重要事項であると位置づけ、モニタリングの実効性の確保が一番の課題であると認識してお 

ります。このことから｢金融円滑化担当者会議｣を開催し、モニタリング手法を検討すると共に精度の向上（業績の変化をタイ 

ムリーに把握する）を目指すことを確認しました。また、経営改善計画書の策定支援先、条件変更実行先の継続的なモニタリ 

ング、経営相談・指導といったコンサルティング機能を発揮することにより最大限支援していくことが求められていることを、

今後取組むべき方針であり、課題であると認識しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            （別紙様式） 

地域密着型金融の取組み状況（23 年 4 月～23 年 9 月） 

（金融機関名 古川信用組合） 

１. 項目 

 

２.事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給方法の徹底 

 （１）担保・第三者保証に過度に依存しない融資等への取組み 

２. タイトル 第三者保証や不動産担保を徴求しない融資の推進 

３. 動機（経緯） 資金調達力が弱い中小・零細企業の顧客にとって担保・個人保証に過度に依存しない融資への取組が重要であると考えられ

る。このことから、当組合のリスクと顧客の利益の調和を図る意味からも、宮城県信用保証協会との提携融資を主体に、平成

22 年度までの「地域密着型金融推進計画」を引き続き推進し、組合員である取引先の身の丈にあった商品を提供していくこと

とします。 

４. 取組み内容 ①宮城県信用保証協会と提携した小口・零細企業向け融資（担保・第三者保証人不要）を引き続き推進していく。 

 また、商工会・商工会議所と提携した第三者保証人不要の事業者ローンも併せて推進していきます。 

②目利き能力の向上を図る意味からも、動産・債権譲渡担保融資研究講座やＡＢＬ説明会等に参加し、新たな融資手法への取

組みも検討してまいります。 

５. 成果（効果） ①・保証協会提携の小口・零細企業向け融資については、平成 23 年度上期中の実行件数 3 件、実行金額 14 百万円でした。ま

た、保証協会付融資については、平成 23 年度上期中の実行件数 165 件、実行金額 1,503 百万円でした。 

②・動産・債権譲渡担保融資研究講座やＡＢＬ説明会等への参加は出来ませんでした。 

６. 23 年 9 月までの 

 取組み状況に対する 

 評価及び今後の課題 

担保・第三者保証に過度に依存しない融資への取組み実績については、主に保証協会付融資で対応・推進してきましたが、

保証協会の保証承諾額からみて当組合のシェア（実行額）が低いことから、取組みが十分であったとはいえませんでした。 

全体的に本取組みについては十分とはいえず、今後更なる協会付融資の推進に力を注ぐ必要があること、また、新しい融資

手法への取組みについては仕組みづくりを行うことが課題であると考えています。さらに今後は外部研修等に積極的に参加し

情報の収集、知識の習得に努める必要があると認識しております。 

 

 

 

 



                                                            （別紙様式） 

地域密着型金融の取組み状況（23 年 4 月～23 年 9 月） 

（金融機関名 古川信用組合） 

１. 項目 

 

２.事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給方法の徹底 

 （２）企業の将来性、技術力を的確に評価できる能力等、人材育成への取組み 

２. タイトル 目利き機能の向上、人材の育成 

３. 動機（経緯） 中小企業金融の円滑化を目指し、協同組織金融機関としての使命・役割を果たす為には、支援業務・融資業務・自己査定業

務等を熟知した人材が必要不可欠であります。現段階では融資経験の豊富な人材に依存している状況であり、中小零細企業へ

の積極的な経営指導及び経営相談業務・事業価値を見極める融資等を実施する上では人材のレベルアップが急務であり、地域

密着型金融の取組みを推進するため、支援機能の強化を目的と致します。 

４. 取組み内容 上部団体等の各種研修・通信教育・検定試験等に積極的に参加させ、融資業務及び経営支援業務に対する職員のレベルアッ

プを図る。又、取引先の身の丈・ニーズに合った地域密着型金融の取組みの実施に向け、職員の目利き機能の向上及び人材育

成に結びつけて参ります。 

５. 成果（効果） 中小企業者等への積極的な経営指導及び経営相談業務・事業価値を見極める融資等を実施する上で、職員のレベルアップが

必要不可欠なことから、中小企業診断士による｢コンサルティング機能の発揮研修｣を平成 23 年 9 月 7日に 9名を対象として実

施いたしました。また、外部研修講座(平成 23 年 6 月 23～24 日に「融資推進活性化講座」・10 名受講、平成 23 年 7 月 14 日に

「目利き講座研修」・9名受講、平成 23 年 9 月 12～16 日に「経営改善計画策定実務講座」・2名受講、平成 23 年 9 月 16 日に「信

用保証協会付融資推進時の留意点研修」・9名受講)に職員を派遣し中小企業支援のスキルアップを図りました。 

職員の人材育成を目的として、23 年度上期中に銀行業務検定試験を 1回実施し、18 名が受験しております。また、スキルア

ップを目的として通信教育講座を開講し、6名が受講しております。 

６. 23 年 9 月までの 

 取組み状況に対する 

 評価及び今後の課題 

中小企業診断士による｢コンサルティング機能の発揮研修｣に於いては決算書及び試算表からの定量分析およびモニタリング

による定性分析において是までの着眼点と違った見解もあり、職員のレベルアップに貢献し、外部研修に於いても事業価値を

見極める能力向上や経営改善計画策定のノウハウの習得に繋がったものと判断されます。しかし、問題解決型のビジネスモデ

ルを展開するには、財務分析能力・信用調査能力は当然必要ですが、経営に係る幅広い知識・スキルが必要となります。23 年

度下期においても、引き続き人材育成のために「コンサルティング機能の発揮研修」を実施する予定としております。 

 コンサルティング機能を発揮するために、外部専門家の派遣における職員の同行にて、ノウハウの習得・補完することによ



り人材の育成を図っているものの、現状のノウハウでは当然不十分であることから、下期も内部研修並びに外部研修を引き続

き開催すると共に、「経営相談能力」「目利き力」の向上のため、中小企業診断士等の研修会を実施する必要があると認識して

おります。各研修において、受講所見の提出を受けておりますので、受講者の感想・意見・ニーズを検討してより効果のある

研修を継続して開催することが課題と認識しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            （別紙様式） 

地域密着型金融の取組み状況（23 年 4 月～23 年 9 月） 

（金融機関名 古川信用組合） 

１. 項目 

 

３.地域の情報集積を活用した、持続可能な地域経済への貢献  

 （１）地域活性化につながる多様なサービスへの提供 

２. タイトル 組合員に対する相談機能を活かした、予防策を中心とした、多重債務問題解決への一定の役割の発揮 

３. 動機（経緯） 借入 5 件以上の多重債務者が全国で 117 万人とも言われており、貸金業法等の改正により、当該債務者の資金調達が閉ざさ

れることとなることから救済支援が必要と考え、この問題に取組むこととしました。 

４. 取組み内容 ①全国一斉多重債務者相談会における都道府県主催の無料相談会、また、商工会議所・商工会における相談会等があった場合

等救済可能と判断される債務者についての救済・対応を呼びかける。 

②アイフル㈱との提携による個人事業者・法人事業者のミドルリスク層を対象とした事業ローンを推進する。 

③多重債務者を対象とした、㈱ライフとの提携ローン「おまとめローン」による債務一本化により支援を行う。 

④多重債務者で過払いと認められる場合においては、司法書士・弁護士（当組合顧問弁護士）を紹介するなどの支援を行うほ

か、支援が可能な先については、プロパー資金で対応する。 

５. 成果（効果） 取組み内容の 

①については、相談案件はございませんでした。 

②については、アイフル㈱と提携ローンについては、平成 23 年度上期中実行件数 11 件、実行額 17 百万円でした。 

③については、㈱ライフとの提携ローンについては、平成 23 年度上期中実行件数 1件、実行額 1百万円でした。また、保証会

社より保証が得られなかった先に対しては、プロパー融資で対応し平成 23 年度上期中 1件 2百万円の実行がございました。 

④については、過払い請求のための専門家紹介はございませんでした。 

６. 23 年 9 月までの 

 取組み状況に対する 

 評価及び今後の課題 

多重債務問題の解決について上記の成果があったことと、多重債務者支援の取組を行なっていることをホームページに掲載し

顧客の周知を図ることが出来たことに関しては一定の評価ができると判断しております。しかし、多重債務問題を抱えている

債務者が多数存在することを考慮すれば、まだまだ改善の余地があり顧客への周知が必要であると考えております。今後も司

法書士・弁護士等との連携を強化しながら地元金融機関としての役割を果たして生きたいと考えております。 

 


